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【 別 紙 Ⅱ 】

女川地域原子力防災協議会（Ａ） の議事要旨

女川地域原子力防災協議会作業部会（B）の議事概要

復命書

報告書等

議事要旨

議事概要

〔Ｂ〕第1回 平成27年5月15日 ×

・地域防災の充実に向けた取り組み

・関係市町における広域避難計画作成状況

・広域避難計画作成上の課題

甲B16の5の19

〔Ｂ〕第2回 平成28年4月28日 出席
「女川地域の緊急時対応」作成に向けた今後の進め

方
甲B16の5の20

〔Ｂ〕第3回 平成28年7月6日 出席 計画充実化に向けた今後の進め方 甲B16の5の21

〔Ｂ〕第4回 平成29年2月10日 出席
・作業部会における検討課題の検討状況

・女川地域における避難計画充実化に向けた課題
甲B16の5の1

〔Ｂ〕第5回 平成29年4月26日 出席
・作業部会における検討課題の検討状況

・今後の進め方
甲B16の5の2

〔Ｂ〕第6回 平成29年6月9日 出席

・離島・半島部（PAZ、準PAZ）の防護対策の方針

の検討

・検討課題の進捗状況の確認

甲B16の5の3

〔Ｂ〕第7回 平成29年11月8日 出席 女川地域の計画充実化に向けた検討状況 甲B16の5の4

〔Ｂ〕第8回 平成29年12月25日 出席 女川地域の計画充実化に向けた検討状況 甲B16の5の5

〔Ｂ〕第9回 平成30年2月14日 出席 女川地域の計画充実化に向けた検討状況 甲B16の5の6

〔Ｂ〕第10回 平成30年3月19日 出席

女川地域の計画充実化に向けた検討状況

ア 平成29年度の検討状況の確認

イ 今後の検討事項の確認

甲B15の3の1

～同3の2
甲B16の5の7

〔Ｂ〕第11回 平成30年4月26日 出席

・女川地域の計画充実化に向けた検討状況

・宮城県とバス協会との調整状況

・避難退域時検査場所の検討状況

・女川地域作業部会の今後の進め方

甲B15の4の1

～同4の5
甲B16の5の8

〔Ｂ〕第12回 平成30年5月25日 出席 各課題の対応策・解決策の検討・確認 甲B16の5の9

〔Ｂ〕第13回 平成30年9月5日 出席
・宮城県と関係団体との調整状況

・避難経路の確定状況
甲B16の5の10

第一次質問 平成30年12月4日 （甲B7の1の1）

〔Ｂ〕第14回 平成30年12月21日 出席

・ＵＰＺの避難経路及び避難退域時検査場所候補地

（案）

・平成３０年度原子力防災訓練

・女川地域における原子力防災

甲B16の5の11

第一次質問に

対する回答
平成31年2月8日 （甲B7の1の2）

第二次質問 平成31年2月19日 （甲B7の2の1）

No. 開催日

被控訴人

の出席の

有無

議題

【 号証 】



復命書

報告書等

議事要旨

議事概要

No. 開催日

被控訴人

の出席の

有無

議題

【 号証 】

〔Ｂ〕第15回 令和1年5月8日 出席
・女川地域の計画充実化に向けた主な確認事項

・平成３０年度宮城県原子力防災訓練の実施結果
甲B16の5の12

第二次質問に

対する回答
令和1年5月10日 （甲B7の2の2）

〔Ｂ〕第16回 令和1年6月13日 出席 女川地域の計画充実化に向けた宮城県の検討状況 甲B16の5の13

第三次質問 令和1年6月18日 （甲B7の3の1）

〔Ｂ〕第17回 令和1年8月8日 出席 ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態における対応 甲B16の5の14

第三次質問に

対する回答
令和1年8月9日 （甲B7の3の2）

〔Ｂ〕第18回 令和1年8月29日 出席 ＰＡＺ内の全面緊急事態における対応 甲B16の5の15

〔Ｂ〕第19回 令和1年9月19日 出席 準ＰＡＺ内（牡鹿半島）における対応 甲B16の5の16

第四次質問 令和1年9月27日 （甲B7の4の1）

〔Ｂ〕第20回 令和1年10月24日 出席 準ＰＡＺ内（離島）における対応 甲Ｂ16の2 甲B16の5の17

〔Ｂ〕第21回 令和1年11月19日 出席 ＵＰＺ内における対応
甲B15の5の1

～同5の3
甲B16の5の18

第四次質問に

対する回答
令和1年12月13日 （甲B7の4の2）

〔Ｂ〕第22回 令和2年1月9日 出席 女川地域の緊急時対応の作成 甲Ｂ16の1 甲B16の5の22

〔Ｂ〕第23回 令和2年2月18日 出席 「女川地域の緊急時対応」の作成 甲B16の5の23

〔Ｂ〕第24回 令和2年3月23日 出席
・「女川地域の緊急時対応」

・女川地域原子力防災協議会（第１回）の開催
甲B16の5の24

〔Ａ〕第1回 令和2年3月25日 出席
「女川地域の緊急時対応」が「具体的・合理的」で

あると確認
甲B16の10

〔Ｂ〕第25回 令和2年6月5日 出席 「女川地域の緊急時対応」の改定 甲B16の5の25

〔Ｂ〕第26回 令和2年6月16日 出席
・「女川地域の緊急時対応」の改定

・女川地域原子力防災協議会（第２回）の開催
甲B16の5の26

〔Ａ〕第2回 令和2年6月17日 出席 「女川地域の緊急時対応」の改訂 甲B16の5の33

〔Ｂ〕第27回 令和3年7月7日 出席

・避難退域時検査等場所候補地の追加

・令和２年度原子力防災訓練の結果

・災害対策基本法の改正に係る個別避難計画作成

甲B16の5の27

〔Ｂ〕第28回 令和4年1月25日 出席
・令和３年度原子力総合防災訓練

・宮城県地域防災計画の修正
甲B16の5の28

〔Ｂ〕第29回 令和4年8月30日 出席
・令和３年度原子力総合防災訓練実施成果

・避難退域時検査等場所候補地の追加
甲B16の5の29



復命書

報告書等

議事要旨

議事概要

No. 開催日

被控訴人

の出席の

有無

議題

【 号証 】

〔Ｂ〕第30回 令和5年6月30日 出席 令和４年度宮城県原子力防災訓練実施結果 甲B16の5の30

〔Ｂ〕第31回 令和5年8月8日 出席 女川地域の緊急時対応の改定 甲B16の5の31

〔Ｂ〕第32回 令和5年9月6日 × 女川地域の緊急時対応の改定 甲B16の5の32
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 検査場所の開設条件・その能力・稼働継続日数 バスの確保と配備 

第

１

次

質

問

（

甲

Ｂ

７

の

１

の

１

） 

1. 車両一台あたりの入口から出口まで

の平均必要時間（２の④） 

2. 検査を必要とする UPZ の車両の台数

（１６万台か）（２の⑤） 

3. 鷹来の森運動公園で検査を受ける車

両の台数（２の⑥） 

4. 鷹来の森運動公園で検査を受ける全

ての車両の検査が終了する日数（２の

⑦） 

5. 鷹来の森運動公園の必要要員数（２の

⑧） 

6. 要員が避難者より早く検査場所に到

着できる保証はあるか（２の⑨） 

 

1. バスで輸送しなければならない石

巻市内の避難者の数。輸送に必要と

するバスの台数（７の①） 

2. 県がバス協会に要請すれば、バス協

会所属の事業者は応ずるのか。応ず

ると判断する根拠は何か。応ずる

か、応じない、事前に調査するのか

（７の②） 

3. 仮に事業者が要請に応ずるとして

も、運転手の同意が得られる保証は

ないのではないか（７の③） 

4. バスによるピストン輸送を想定し

ているのか（７の④） 

5. バスを配備（どのバスがどの一時集

合場所に行くのか）するのは誰か。

どのようなルートで運転手に伝達

するのか（７の⑤） 

6. 市の職員のうち、誰がバスの添乗す

るのか（７の⑦） 

 

 

  

【別紙Ⅲ】 
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 検査場所の開設条件・その能力・稼働継続日数 バスの確保と配備 

第

２

次

質

問

（

甲

Ｂ

７

の

２

の

１

） 

7. 避難する車両の数（３の④のロ） 

8. 検査に要する車両１台あたりの平均必要時

間（３の④のハ） 

9. 原子力防災訓練での車両１台あたりの平均

必要時間（３の⑤） 

10. UPZ 内の検査が必要な車両の台数（３の⑥） 

11. 鷹来の森運動公園で検査を受ける車両の台

数（３の⑦） 

12. 鷹来の森運動公園で検査を受ける車両の検

査が終了する日数（３の⑧） 

13. 鷹来の森運動公園での必要要員数（３の⑨） 

14. 要員は避難者より早く検査場所に到着でき

るのか（３の⑩） 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 協会からどこまで（何台）協力してもらえるか、県にお

いて協会に確認したことがあるか（８の②のハ） 

8. 運転手の同意を取り付けているか。協会において事業者

に確認しているのか。その点を県が事業者に確認したの

か（８の②のニ） 

9. 県のどの部署の誰が協会の誰にバスを要請するのか（夜

間休日の体制）（８の②のヘ） 

10. 県から協会に要請があった場合、協会の誰が事業者に要

請するのか（８の②のト） 

11. バスの出発から会社に戻るまでの時間（運転手の拘束時

間）を決めないで要請するのか。それが不明であれば、

運転手からの同意の取付は困難ではないか（８の②の

リ） 

12. 協会の会員に貸与する「防護服」「線量計」は現在どこ

に保管されているのか。事業者はその場所に取りに行く

ことになるのか（８の②のヌ） 

13. 確保したバスの集約者は誰か。どの一時集合場所に派遣

するかを決めるのは誰か（８の③のイ） 

14. 一時集合場所でバスを待つ住民の人数。その搬送に必要

とするバスの台数（８の③のロ） 

15. 食料の欠乏、トイレへの対応困難、燃料の不足、体調の

不良等で、バスの路上待機可能時間を超えた場合、どう

するのか（添乗職員の判断でなし得ることがあるのか）

（８の⑤） 

16. 誰がバスに添乗するのかが決まるのはいつ頃か。家族の

避難、被ばくの危険性の点で同意の取り付けは困難では

ないか（８の⑥） 

17. バスに添乗する職員に「防護服」「線量計」は貸与され

るのか（８の⑦） 

 



 - 3 - 

 

 検査場所の開設条件・その能力・稼働継続日数 バスの確保と配備 

第

３

次

質

問

（

甲

Ｂ

７

の

３

の

１

） 

 

18. 実際に使用する検査場所は誰がどの

段階で何を基準に選定するのか。オフ

サイトセンターはその選定に関与す

るのかどうか。関与するとすれば、ど

のように関与するのか 

19. 鷹来の森運動公園を含む各避難退域

時検査場所における必要人員と物資

が明らかになる時期。３交替、２４時

間の稼動を予定しているのか（３の

②） 

20. 事故時に要員の招集が可能かどうか

が分かる時期。オフサイトセンターは

招集に関与するのか。どのように関与

するのか（３の③） 

21. 検査に必要な資材の保管場所。誰が運

搬するのか。事故発生後の交通渋滞で

稼働開始が大幅に遅れる（「数日後」

でも開始できない）こともあり得るの

ではないか（３の④） 

22. 「数日間」で検査を終了させることは

できないのではないか（３の⑤） 

23. 各避難退域時検査所毎の車両１台あ

たりの平均所要時間がわかる時期（３

の⑧） 

 

18. 運転手の拘束時間を超えるのではな

いか（６の③） 

19. 必要なバスの台数（座席数）が明らか

になる時期（８の①） 

20. （バスの確保を事業者に要請するの

は協会と回答しているが）協会には

「県の災害対策本部が各事業者に直

接要請する」と説明しているのではな

いか（協会は手伝いを派遣すれば足り

る立場ではないか）（甲 B7の 3の 1の

資料 17～19）（８の②） 

21. （バスの配備も協会が行うと回答し

ているが）協会に対しては「いざとい

う時、バスの手配を現場で実施するの

は県の災害対策本部」と説明している

のではないか（８の③） 

22. 「協会が提供可能なバスの台数」「バ

スの費用負担」「貸与物品の取り扱い」

「バスに対する食料の供給方法」「一

時集合場所の参集要員（添乗する市職

員）」等が明らかになる時期（８の⑤） 
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 検査場所の開設条件・その能力・稼働継続日数 バスの確保と配備 

第

４

次

質

問

（

甲

Ｂ

７

の

４

の

１

） 

 

24. 検査所が予定通り稼働できるかどう

か不明（検査所の要員を事故時に招集

できるのかどうかも不明。検査所に向

かう避難者の渋滞に巻き込まれれば，

要員を招集できない事態も予想され

る。検査の資材を（検査所に常置せず）

事故発生後に保管場所から運搬する

場合、交通渋滞で運搬が遅れ、稼働が

数日後よりさらに遅れることも予想

される）（検査所の体制、要員の招集の

可否、稼働開始可能時期が明らかにな

っておらず、県がこれを解決できるか

どうか不明）（２の①のイ） 

25. 各検査所毎の検査に要する車両一台

あたりの平均所要時間が不明（県が実

際の避難に近い訓練を通じて自ら明

らかにするべきである）（２の①のロ） 

 

23. 緊急輸送に必要なバスのトータル台

数（座数）が不明（バスによる輸送に

ついては基本的なデータの収集すら

できていないのが現状）（２の③のイ） 

24. バスの確保が不明（協会から提供して

もらえるバスの台数が不明。不足する

バスの台数も不明）（２の③のロ） 

25. バスの添乗員（市の職員）の確保が不

明（２の③のハ） 

 


